
 
 

2 0 2 3 年 8 月 吉 日  

各   位 

ＥＮＥＯＳ株式会社 

「電気需給約款」改定のお知らせ（2023年 10月 1日実施） 
 

○ 2023年 8月 1日付の重要なお知らせ「「でんきサービス」における電気料金の改定について」にてご案内のとおり、2023年 11月分から「でんきサービス」の料金改定を

行うことに伴い、各「電気需給約款」の内容を改定いたします（各電気料金プランにおける改定前後の電気料金単価につきましては、こちらにも掲載しております）。な

お、改定前後の各「電気需給約款」（全文）につきましては、こちらをご確認ください。 
 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア） 

第１条（適用） 

（１）～（３） （略） 

（４）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

（５） （略） 

 

第３条（用語の定義） 

（１）～（１０） （略） 

（１１）消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当

する金額をいいます。なお、本約款に定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整に係

る調整単価及びその他手数料には、消費税等相当額を含みます。 

（１２）～（２６） （略） 

 

 

 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）） 

（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボルト

に換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は

交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルトとし、周波数は、標準周波数５０ヘル

ツといたします。 

（３）契約電流 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東北電力エリア） 

第１条（適用） 

（１）～（３） （略） 

（４）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

（５） （略） 

 

第３条（用語の定義） 

（１）～（１０） （略） 

（１１）消費税等相当額 

消費税法の規定により課される消費税及び地方税法の規定により課される地方消費税に相当

する金額をいいます。なお、本約款に定める料金単価、工事費負担等相当額、燃料費調整及び

離島ユニバーサルサービス調整に係る調整単価並びにその他手数料には、消費税等相当額を含

みます。 

（１２）～（２６） （略） 

（２７）燃料費等調整額 

燃料費調整額及び離島ユニバーサルサービス調整額を合計した金額といたします。 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）） 

（１）適用条件 

電灯又は小型機器を使用する需要で、使用する最大電流（交流単相２線式標準電圧１００ボルト

に換算した値といたします。）が５アンペア以下である場合に適用いたします。 

（２）供給電気方式、供給電圧及び周波数 

供給電気方式及び供給電圧は、交流単相２線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルト又は

交流単相３線式標準電圧１００ボルト若しくは２００ボルトとし、周波数は、標準周波数５０ヘル

ツといたします。 

（３）契約電流 

https://mydenki.jp/files/news_henkou_20230801_01_1.pdf
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現 約 款 新 約 款 

契約電流は、５アンペアといたします。 

（４）電気料金 

電気料金は、最低料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額（最低料金

にかかる燃料費調整額は、最低料金適用電力量に第１１条（１）②によって算定された燃料費調整

単価を乗じてえた値といたします。）及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

 

 

①最低料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

適用 最低料金（税込） 

１契約につき最初の７キロワット時まで ２８０円９２銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。

なお、最低料金適用電力量とは、１契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。 

適用 
電力量料金単価 

（税込） 

最低料金適用電力量を超える１キロワット時につき １９円０１銭 

 

 

第９条（ｍｙ標準プラン（東北）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ３６８円２３銭 

１５アンペア ５５２円３５銭 

２０アンペア ７３６円４６銭 

３０アンペア １，１０４円６９銭 

４０アンペア １，４７２円９２銭 

５０アンペア １，８４１円１５銭 

６０アンペア ２，２０９円３８銭 

１キロボルトアンペアにつき ３６８円２３銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定

いたします。 

契約電流は、５アンペアといたします。 

（４）電気料金 

電気料金は、最低料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額（最低料

金にかかる燃料費調整額及び離島ユニバーサルサービス調整額は、最低料金適用電力量に第１１

条（１）②によって算定された燃料費調整単価及び第１１条（３）②によって算定された離島ユ

ニバーサルサービス調整単価を乗じてえた値といたします。）及び附則第１条（再生可能エネル

ギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計とい

たします。 

①最低料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

適用 最低料金（税込） 

１契約につき最初の７キロワット時まで ３５９円５８銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。

なお、最低料金適用電力量とは、１契約につき、最低料金が適用される電力量をいいます。 

適用 
電力量料金単価 

（税込） 

最低料金適用電力量を超える１キロワット時につき ２９円７０銭 

 

 

第９条（ｍｙ標準プラン（東北）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によ

って算定された燃料費等調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ３６９円６０銭 

１５アンペア ５５４円４０銭 

２０アンペア ７３９円２０銭 

３０アンペア １，１０８円８０銭 

４０アンペア １，４７８円４０銭 

５０アンペア １，８４８円００銭 

６０アンペア ２，２１７円６０銭 

１キロボルトアンペアにつき ３６９円６０銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定

いたします。 



 
 

現 約 款 新 約 款 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円８２銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２４円８７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２７円６７銭 

 

 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東北）） 

（１）～（４） （略） 

（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び

附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワ

ットの場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたしま

す。また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，１８９円８９銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、その１か月の料金算定期間終了日が

夏季に属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いた

します。 

使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 
夏季料金 その他季料金 

１６円４２銭 １４円９７銭 

 

 

第１１条（燃料費調整） 

 

（１） 燃料費調整額の算定 

燃料費調整額は、その１か月の使用電力量に、以下の方法により算定される燃料費調整単価

を適用して算定いたします。 

① 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額

の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、１

００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 

 Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 

従量区分 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２９円５６銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円７５銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３８円５５銭 

 

 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東北）） 

（１）～（４） （略） 

（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費等調整額及

び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネ

ルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワッ

トの場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。

また、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １，１９０円８９銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、その１か月の料金算定期間終了日が夏

季に属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたし

ます。 

使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 
夏季料金 その他季料金 

２７円２２銭 ２５円７７銭 

 

 

第１１条（燃料費等調整） 

 

（１）燃料費調整額の算定 

燃料費調整額は、その１か月の使用電力量に、以下の方法により算定される燃料費調整単価

を適用して算定いたします。 

① 平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び価額

の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、平均燃料価格は、１

００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。 

平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 Ａ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格 

 Ｂ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス価格 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

 α、β、γ ＝ 別表１に定める係数 

 

なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン

当たりの平均液化天然ガス価格及び１トン当たりの平均石炭価格の各単位は、１円とし、

その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

② 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値と

いたします。また、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１

位で四捨五入いたします。なお、燃料価格Ｘは別表１に定めるものといたします。 

燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格－Ｘ円）×（２）の基準単価÷１，

０００ 

③ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、 

その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対 

し次のとおり適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から 

３月３１日までの期間 

その年の５月の検針日又は計量日から 

６月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年２月１日から 

４月３０日までの期間 

その年の６月の検針日又は計量日から 

７月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年３月１日から 

５月３１日までの期間 

その年の７月の検針日又は計量日から 

８月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年４月１日から 

６月３０日までの期間 

その年の８月の検針日又は計量日から 

９月の検針日又は計量日前日までの期間 

毎年５月１日から 

７月３１日までの期間 

その年の９月の検針日又は計量日から 

１０月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年６月１日から 

８月３１日までの期間 

その年の１０月の検針日又は計量日から 

１１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年７月１日から 

９月３０日までの期間 

その年の１１月の検針日又は計量日から 

１２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年８月１日から 

１０月３１日までの期間 

その年の１２月の検針日又は計量日から 

翌年の１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年９月１日から 

１１月３０日までの期間 

翌年の１月の検針日又は計量日から 

２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１０月１日から 

１２月３１日までの期間 

翌年の２月の検針日又は計量日から 

３月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１１月１日から 

翌年の１月３１日までの期間 

翌年の３月の検針日又は計量日から 

４月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１２月１日から 

翌年の２月２８日までの期間 

（翌年が閏年となる場合は、翌

翌年の４月の検針日又は計量日から 

５月の検針日又は計量日の前日までの期間 

 Ｃ ＝ 各平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

 α、β、γ ＝ 別表１－１に定める係数 

 

なお、各平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１トン当

たりの平均液化天然ガス価格及び１トン当たりの平均石炭価格の各単位は、１円とし、そ

の端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

② 燃料費調整単価 

燃料費調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によって算定された値とい

たします。また、燃料費調整単価の単位は、１銭とし、その端数は、小数点以下第１位

で四捨五入いたします。なお、燃料価格Ｘは別表１－１に定めるものといたします。 

燃料費調整単価 ＝ （平均燃料価格－Ｘ円）×（２）の基準単価÷１，

０００ 

③ 燃料費調整単価の適用 

各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は、 

その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整適用期間に使用される電気に対 

し次のとおり適用いたします。 

平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 

毎年１月１日から 

３月３１日までの期間 

その年の５月の検針日又は計量日から 

６月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年２月１日から 

４月３０日までの期間 

その年の６月の検針日又は計量日から 

７月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年３月１日から 

５月３１日までの期間 

その年の７月の検針日又は計量日から 

８月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年４月１日から 

６月３０日までの期間 

その年の８月の検針日又は計量日から 

９月の検針日又は計量日前日までの期間 

毎年５月１日から 

７月３１日までの期間 

その年の９月の検針日又は計量日から 

１０月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年６月１日から 

８月３１日までの期間 

その年の１０月の検針日又は計量日から 

１１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年７月１日から 

９月３０日までの期間 

その年の１１月の検針日又は計量日から 

１２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年８月１日から 

１０月３１日までの期間 

その年の１２月の検針日又は計量日から 

翌年の１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年９月１日から 

１１月３０日までの期間 

翌年の１月の検針日又は計量日から 

２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１０月１日から 

１２月３１日までの期間 

翌年の２月の検針日又は計量日から 

３月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１１月１日から 

翌年の１月３１日までの期間 

翌年の３月の検針日又は計量日から 

４月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１２月１日から 

翌年の２月２８日までの期間 

（翌年が閏年となる場合は、翌

翌年の４月の検針日又は計量日から 

５月の検針日又は計量日の前日までの期間 



 
 

現 約 款 新 約 款 

年の２月２９日までの期間） 

（２） 基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、別表１に定めるものと

いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年の２月２９日までの期間） 

（２）基準単価 

基準単価は、平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、別表１－１に定めるもの

といたします。 

（３） 離島ユニバーサルサービス調整額の算定 

離島ユニバーサルサービス調整額は、その１か月の使用電力量に、以下の方法により算定さ

れる離島ユニバーサルサービス調整単価を適用して算定いたします。 

① 離島平均燃料価格 

原油換算値１キロリットル当たりの離島平均燃料価格は、貿易統計の輸入品の数量及び

価額の値に基づき、次の算式によって算定された値といたします。なお、離島平均燃料価

格は、１００円単位とし、１００円未満の端数は、１０円の位で四捨五入いたします。 

離島平均燃料価格 ＝ Ａ×α＋Ｂ×β＋Ｃ×γ 

 Ａ ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油

価格 

 Ｂ ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均液化天然ガス

価格 

 Ｃ ＝ 各離島平均燃料価格算定期間における１トン当たりの平均石炭価格 

 α、β、γ ＝ 別表１－２に定める係数 

 

なお、各離島平均燃料価格算定期間における１キロリットル当たりの平均原油価格、１ト

ン当たりの平均液化天然ガス価格及び１トン当たりの平均石炭価格の各単位は、１円と

し、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

② 離島ユニバーサルサービス調整単価 

離島ユニバーサルサービス調整単価は消費税等相当額を含む金額とし、次の算式によっ

て算定された値といたします。また、離島ユニバーサルサービス調整単価の単位は、１

銭とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。なお、離島平均燃料価

格Ｘは別表１－２に定めるものといたします。ただし、離島平均燃料価格は別表１－２

の通り上限値を定め、上限値を超える離島平均燃料価格においては、上限値に置き換え

るものといたします。 

離島ユニバーサルサービス調整単価  

＝ （離島平均燃料価格－Ｘ円）×（２）の離島基準単価÷１，０００ 

③ 離島ユニバーサルサービス調整単価の適用 

各離島平均燃料価格算定期間の離島平均燃料価格によって算定された離島ユニバーサ

ルサービス調整単価は、その離島平均燃料価格算定期間に対応する離島ユニバーサルサ

ービス調整適用期間に使用される電気に対し、次のとおり適用いたします。 

離島平均燃料価格算定期間 離島ユニバーサルサービス調整単価適用期間 

毎年１月１日から 

３月３１日までの期間 

その年の５月の検針日又は計量日から 

６月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年２月１日から 

４月３０日までの期間 

その年の６月の検針日又は計量日から 

７月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年３月１日から 

５月３１日までの期間 

その年の７月の検針日又は計量日から 

８月の検針日又は計量日の前日までの期間 



 
 

現 約 款 新 約 款 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

 

第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（東北）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）又はｍ

ｙ標準プラン（東北）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東北）及び従量電

灯Ｃ（東北）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 

（２）第８条（４）柱書括弧書きは適用いたしません。 

（３）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 

当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたします。 

①基本料金又は最低料金（以下、総称して「基本料金等」といいます。）は、以下の算式により

算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則としてお客様の検針期間又は計量期間の

始期が属する月の日数といたします。 

基本料金等 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

毎年４月１日から 

６月３０日までの期間 

その年の８月の検針日又は計量日から 

９月の検針日又は計量日前日までの期間 

毎年５月１日から 

７月３１日までの期間 

その年の９月の検針日又は計量日から 

１０月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年６月１日から 

８月３１日までの期間 

その年の１０月の検針日又は計量日から 

１１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年７月１日から 

９月３０日までの期間 

その年の１１月の検針日又は計量日から 

１２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年８月１日から 

１０月３１日までの期間 

その年の１２月の検針日又は計量日から 

翌年の１月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年９月１日から 

１１月３０日までの期間 

翌年の１月の検針日又は計量日から 

２月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１０月１日から 

１２月３１日までの期間 

翌年の２月の検針日又は計量日から 

３月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１１月１日から 

翌年の１月３１日までの期間 

翌年の３月の検針日又は計量日から 

４月の検針日又は計量日の前日までの期間 

毎年１２月１日から 

翌年の２月２８日までの期間 

（翌年が閏年となる場合は、翌

年の２月２９日までの期間） 

翌年の４月の検針日又は計量日から 

５月の検針日又は計量日の前日までの期間 

（４） 離島基準単価 

離島基準単価は、離島平均燃料価格が１，０００円変動した場合の値とし、別表１－２に定

めるものといたします。 

 

 

附 則 

 

第３条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給の再点

日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 

②電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了する場

合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接続供給に係る

電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プラン－従量電灯の料

金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたします。なお、この場合の第１

段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、

小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

（ア）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東北）の場合 

最低料金適用電力量＝７キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

（イ）ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東北）及び従量電灯Ｃ（東北）の場合 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時当たり

の電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの１

キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

（４）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（５）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 

〔税込〕 

明 細 書 １１０円 

領 収 書 １６５円 

支 払 証 明 書 ７７０円 

 

別表１ 

 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α ０．１１５２  

β ０．２７１４  

γ ０．７３８６  

燃料価格 Ｘ ３１，０００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 ２２銭１厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１－１ 

 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α ０．０２５９  

β ０．２５６３  

γ ０．８９１５  

燃料価格 Ｘ ８３，５００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １９銭７厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

別表１－２ 

離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α １．００００ 

β ０．００００ 

γ ０．００００ 

離島燃料価格 Ｘ ７９，３００ 

離島平均燃料価格の上限値 ― １１９，０００ 

離島基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １厘  

※上記離島基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

  



 
 

 

 

 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 

（１）～（２） （略） 

（３）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

（４） （略） 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）） 

（１）～（３） （略） 

（４）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附則第

１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促

進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合の

基本料金は、半額といたします。 

 

契約電流 基本料金（税込） 

５アンペア １４７円６５銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたします。 

 

従量区分（契約電流５アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき １９円９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２６円５７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円６６銭 

 

 

第９条（ｍｙ標準プラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）

電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 

（１）～（２） （略） 

（３）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

（４） （略） 

 

 

第８条（ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）） 

（１）～（３）（略） 

（４）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附則

第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発電

促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない場合

の基本料金は、半額といたします。 

 

契約電流 基本料金（税込） 

５アンペア １４７円６２銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定いたしま

す。 

従量区分（契約電流５アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの１キロワット時につき ３０円００銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３６円６０銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円６９銭 

 

 

第９条（ｍｙ標準プラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）



 
 

現 約 款 新 約 款 

によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ２９５円２９銭 

１５アンペア ４４２円９４銭 

２０アンペア ５９０円５８銭 

３０アンペア ８６０円１３銭 

４０アンペア １，１２３円９６銭 

５０アンペア １，４０４円９５銭 

６０アンペア １，６６８円７８銭 

１キロボルトアンペアにつき ２７８円１３銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定

いたします。 

従量区分（契約電流１０アンペア、 

１５アンペア、２０アンペア） 

電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１９円９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２６円５７銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３０円６６銭 

          

        

従量区分（契約電流３０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１９円２９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２５円６９銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円６６銭 

              

                         

従量区分（契約電流４０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円８９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２５円１６銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円０４銭 

 

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用し

ない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

１０アンペア ２９５円２４銭 

１５アンペア ４４２円８６銭 

２０アンペア ５９０円４８銭 

３０アンペア ８７２円８５銭 

４０アンペア １，１５２円３６銭 

５０アンペア １，４４０円４５銭 

６０アンペア １，７１９円９６銭 

１キロボルトアンペアにつき ２８６円６６銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定

いたします。 

従量区分（契約電流１０アンペア、 

１５アンペア、２０アンペア） 

電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３０円００銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
３６円６０銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円６９銭 

          

        

従量区分（契約電流３０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
３６円１１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円４５銭 

              

                         

従量区分（契約電流４０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
３５円９３銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ４０円１８銭 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

従量区分（契約電流５０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円８９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２５円１６銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２９円０４銭 

 

従量区分（契約電流６０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円６９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２４円９１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７５銭 

 

従量区分（契約容量による場合） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１８円６９銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
２４円９１銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ２８円７５銭 

 

 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東京）） 

（１）～（４） （略） 

（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附則

第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー発

電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワットの場

合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、まった

く電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １,０８３円８３銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に属

する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 

 

従量区分（契約電流５０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
３５円６２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３９円６９銭 

 

従量区分（契約電流６０アンペア） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
３５円６２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３９円６９銭 

 

従量区分（契約容量による場合） 
電力量料金単価 

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２９円８５銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時まで

の１キロワット時につき 
３５円６２銭 

３００キロワット時を超える１キロワット時につき ３９円６９銭 

 

 

第１０条（ｍｙ動力プラン（東京）） 

（１）～（４） （略） 

（５）電気料金 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び附

則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネルギー

発電促進賦課金の合計といたします。 

①基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、契約電力が０．５キロワットの

場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また、ま

ったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電力 基本料金（税込） 

１キロワットにつき １,０６１円４６銭 

②電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、その１か月の料金算定期間終了日が夏季に

属する場合には夏季料金を、それ以外の場合にはその他季料金を用いて算定いたします。 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 
夏季料金 その他季料金 

１７円２８銭 １５円７１銭 

（６） （略） 

 

 

附 則 

 

第３条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、次のとおりといたします。 

（１）本約款において、「ｍｙ標準プラン（東京）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ａ（東京）又

はｍｙ標準プラン（東京）」とあるのは、それぞれ「ｍｙ標準プラン－従量電灯Ｂ（東京）及び従

量電灯Ｃ（東京）」及び「ｍｙ標準プラン－従量電灯」と読み替えるものとします。 

（２）第１０条（５）柱書は、次のとおりといたします。 

電気料金は、基本料金、電力量料金、第１１条（１）によって算定された燃料費調整額及び

附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）（１）によって算定された再生可能エネル

ギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし、基本料金は、次の④によって力率割引又

は割増しをする場合は、力率割引又は割増しをしたものといたします。 

（３）第１０条（５）に、次の④を加えるものといたします。 

④力率割引及び割増し 

電気機器の力率をそれぞれの入力によって別表５（加重平均力率の算定）により加重平均し

てえた値が、８５パーセントを上回る場合（上記（４）②により契約電力を定める場合を含

みます。）は、基本料金を５パーセント割引し、８５パーセントを下回る場合は、基本料金を

５パーセント割増しいたします。この場合、電気機器の力率は、別表６（進相用コンデンサ

取付容量基準）の基準に適合した容量の進相用コンデンサが取り付けてあるものについては

９０パーセント、取り付けてないものについては８０パーセント、電熱器については１００

パーセントといたします。なお、まったく電気を使用しないその１か月の力率は、８５パー

セントとみなします。また、当社が送配電会社から力率を算定するために必要な計量値を受

領できない場合のその１か月の力率は、９０パーセントとみなします。 

（４）第１３条（５）は、次のとおりといたします。 

（５）日割計算 

当社は、上記（４）に定める事由が発生した場合は、次のとおり電気料金を算定いたしま

す。 

① 基本料金は、以下の算式により算定いたします。なお、ここでいう暦日数とは、原則と

してお客様の検針期間又は計量期間の始期が属する月の日数といたします。 

基本料金 ＝ １か月の基本料金×（日割計算対象日数÷暦日数） 

なお、上記の算定式に適用する日割計算対象日数には、電気の需給開始日、電気の供給

の再点日、電気の供給の停止日及び本契約の終了日を含みます。 

② 電力量料金は、日割計算の対象となる算定期間の使用電力量（ただし、需給契約を終了

する場合、送配電会社から通知される接続供給電力量（送配電会社が当社に供給する接

続供給に係る電気の電力量をいい、以下同じ。））により算定するものとし、ｍｙ標準プ

使用電力量 電力量料金単価（税込） 

１キロワット時につき 
夏季料金 その他季料金 

２７円４９銭 ２５円９２銭 

（６） （略） 

 

 

附 則 

 

第３条 削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

現 約 款 新 約 款 

ラン－従量電灯の料金適用上の電力量区分を日割りする場合は、次のとおりといたしま

す。なお、この場合の第１段階料金適用電力量又は第２段階料金適用電力量の単位は、

１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１位で四捨五入いたします。 

第１段階料金適用電力量＝１２０キロワット時×日割計算対象日数÷

暦日数 

なお、第１段階料金適用電力量とは、最初の１２０キロワット時までの１キロワット時

当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

第２段階料金適用電力量＝３００キロワット時×日割計算対象日数÷

暦日数 

－ 第１段階料金適用電力量 

なお、第２段階料金適用電力量とは、１２０キロワット時を超え３００キロワット時ま

での１キロワット時当たりの電力量料金が適用される電力量をいいます。 

（５）第１４条（３）③なお書きは適用いたしません。 

（６）附則第２条（明細書等の発行手数料）は、次のとおりといたします。 

第２条（明細書等の発行手数料） 

当社は、次の書面を発行する場合は、次の発行手数料をお客様にお支払いいただきます。 

発行手数料各１通につき 

〔税込〕 

明 細 書 １１０円 

領 収 書 １６５円 

支 払 証 明 書 ７７０円 

 

別表１ 

 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α ０．１９７０  

β ０．４４３５  

γ ０．２５１２  

燃料価格 Ｘ ４４，２００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 ２３銭２厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１ 

 

燃料費調整単価算出係数等 

項目 値 

係 数 

α ０．００４８  

β ０．３８２７  

γ ０．６５８４  

燃料価格 Ｘ ８６，１００円  

基準単価 

（１キロワット時につき） 
低圧 １８銭３厘  

※上記基準単価は消費税等相当額を含みます。 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

たっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

たっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 

（１） このたっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「本約款」といいます。）

は、お客様が当社の電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「需給約款」とい

います。）第１条（適用）に該当し、かつ、本約款第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京））の適

用条件を満たすお客様で、当社との協議が整ったお客様に適用いたします。なお、需給約款に

おいて定義される用語は、本約款においても同一の意味を有するものといたします。 

（２）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

（３） （略） 

 

第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しない

場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円８７銭 

４０アンペア １，１８１円１６銭 

５０アンペア １，４７６円４５銭 

６０アンペア １，７７１円７４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２９銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定い

たします。 

従量区分 
電力量料金単価

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
１９円９７銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２６円５７銭 

たっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 

（１）このたっぷりプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「本約款」といいま

す。）は、お客様が当社の電気需給約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア）（以下、「需給約款」

といいます。）第１条（適用）に該当し、かつ、本約款第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京））の

適用条件を満たすお客様で、当社との協議が整ったお客様に適用いたします。なお、需給約款に

おいて定義される用語は、本約款においても同一の意味を有するものといたします。 

（２）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

（３） （略） 

 

第３条（ｍｙたっぷりプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）

によって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりといたします。ただし、まったく電気を使用しな

い場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円７２銭 

４０アンペア １，１８０円９６銭 

５０アンペア １，４７６円２０銭 

６０アンペア １，７７１円４４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２４銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次の電力量料金単価を乗じて算定い

たします。 

従量区分 
電力量料金単価

（税込） 

最初の１２０キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３０円００銭 

１２０キロワット時を超え３００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３５円０５銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
２５円１７銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ２６円２４銭 

 

 

 

附 則 

第１条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、本約款において「ｍｙたっぷりプラン（東京）」とあるのは、「ｍｙ

たっぷりプラン－従量電灯Ｂ（東京）及びｍｙたっぷりプラン－従量電灯Ｃ（東京）」と読み替えるも

のとします。 

 

３００キロワット時を超え６００キロワット時までの 

１キロワット時につき 
３７円１０銭 

６００キロワット時を超える１キロワット時につき ３７円１０銭 

 

 

 

附 則 

第１条 削除 

 

  



 
 

 

 

 

まとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

【新旧対照表】 
 

現 約 款 新 約 款 

まとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 

（１） （略） 

（２）本約款は、２０２３年４月１日より実施いたします。 

（３） （略） 

 

第３条（ｍｙまとめてプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）に

よって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおり（消費税等相当額を含む。）といたします。ただ

し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円８７銭 

４０アンペア １，１８１円１６銭 

５０アンペア １，４７６円４５銭 

６０アンペア １，７７１円７４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２９銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次のプラン毎の電力量料金単価（消

費税等相当額を含みます。）を乗じて算定いたします。 

【ｍｙまとめて３００】 

区分 
電力量料金単価（税

込） 

最初の３００キロワット時まで（定額料金） ６，５１７円００銭 

３００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２９円７５銭 

【ｍｙまとめて４００】 

区分 
電力量料金単価（税

込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） ９，０７４円３４銭 

まとめてプラン選択約款【ｍｙでんき版】（東京電力エリア） 

第１条（適用） 

（１） （略） 

（２）本約款は、２０２３年１０月１日より実施いたします。 

（３） （略） 

 

第３条（ｍｙまとめてプラン（東京）） 

（１）～（５） （略） 

（６）電気料金 

電気料金は、契約電流又は契約容量に応じて、基本料金、電力量料金、需給約款第１１条（１）

によって算定された燃料費調整額及び需給約款附則第１条（再生可能エネルギー発電促進賦課金）

（１）によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおり（消費税等相当額を含む。）といたします。ただ

し、まったく電気を使用しない場合の基本料金は、半額といたします。 

契約電流又は契約容量 基本料金（税込） 

３０アンペア ８８５円７２銭 

４０アンペア １，１８０円９６銭 

５０アンペア １，４７６円２０銭 

６０アンペア １，７７１円４４銭 

１キロボルトアンペアにつき ２９５円２４銭 

② 電力量料金 

電力量料金は、その１か月の使用電力量に基づき、次のプラン毎の電力量料金単価（消

費税等相当額を含みます。）を乗じて算定いたします。 

【ｍｙまとめて３００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の３００キロワット時まで（定額料金） ９,８４９円００銭 

３００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
３７円６９銭 

【ｍｙまとめて４００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の４００キロワット時まで（定額料金） １３，２３２円５４銭 

４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
４０円６８銭 



 
 

現 約 款 新 約 款 

４００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２９円４５銭 

【ｍｙまとめて５００】 

区分 
電力量料金単価（税

込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １１，６３１円６６銭 

５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
２９円１４銭 

 

 

 

附 則 

第１条（２０２３年４月３０日までの特別措置） 

２０２３年４月３０日までの間、本約款において「ｍｙまとめてプラン（東京）」とあるのは、「ｍｙ

まとめてプラン－従量電灯Ｂ（東京）及びｍｙまとめてプラン－従量電灯Ｃ（東京）」と読み替えるも

のとします。 

 

 

【ｍｙまとめて５００】 

区分 電力量料金単価（税込） 

最初の５００キロワット時まで（定額料金） １６，８６８円８６銭 

５００キロワット時を超える 

１キロワット時につき 
４０円６８銭 

 

 

 

 

 

 

附 則 

第１条 削除 

 

 

以 上 


